
一般社団法人国際法協会日本支部 2020年度事業報告書

住所 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学法学部研究室内

代表理事 柳井 俊二

当法人の 2020年度終了に伴い、以下の通りご報告申し上げます。

１．会員総会

定時会員総会を 2020年 6月 6日 13時ー 13時 30分に AP市ヶ谷（東京都千代田

区五番町 1-10)において行った。議事の詳細は資料 Aを参照。

２．理事会

2020年 4月に、第 1回理事会を、新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み定款 32
条に従い書面方式により開催した(4月 4日発信。決議があったものとみなされ

た日：4月 18日）。議事の詳細は資料 Bを参照。

2020年 6月に、第 2回理事会を、新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み定款 32
条に従い書面方式により開催した(6月 6日発信。決議があったものとみなされ

た日：6月 20日）。議事の詳細は資料 Cを参照。

2020年 11月に、第 3回理事会を、新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み定款 32
条に従い書面方式により開催した(11月 2日発信。決議があったものとみなされ

た日：11月 22日）。議事の詳細は資料 Dを参照。

３．事業活動その１ 研究活動

国内大会は 2020 年 4 月 25日に東京大学において開催予定であったが、新型コ

ロナウイルスの感染拡大に鑑みやむなく中止した。

第 79回世界大会は 2020年 8 月 23 日ー 27日に国立京都国際会館において開催

予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大に鑑みやむなくこの時期の実

会議は中止した。ロンドンの国際法協会本部との協議の結果、第 79回世界大会

は日本支部が主催して 2020年 11月 29日から 12月 13日までオンラインにて開

催し、489名の参加を得て成功裏に終了した。オンライン会議の詳細は資料 Eを

参照。

４．事業活動その２ 出版活動

英文国際法年鑑（Japanese Yearbook of International Law) 第 63巻の出版を行った。



同巻は 2021年 3月に刊行された。同巻の目次は資料 Fを参照（同巻は各会員に

郵送済）。

資料 A
一般社団法人国際法協会日本支部 2020年度定時会員総会議事録

日時：2020年 6月 6日（土）13時－13時 30分
場所：AP市ヶ谷 会議室 E（東京都千代田区五番町 1-10)
会員総数：326名
出席者及び委任状提出者の総数：188名
出席理事（5名）：奥脇直也、寺谷広司、中谷和弘、森肇志、柳井俊二

柳井俊二代表理事が議長席につき、出席者及び委任状提出者の総数が 188名ゆ

え、定足数を満たし本総会は有効に成立した旨を宣言し、議事に入った。

審議事項１：2019 年度事業報告及びその附属明細書、同年度決算案（貸借対照表

及び正味財産増減計算書を含む）及びその附属明細書、並びに同年度公益目的支

出計画実施報告書の承認の件

中谷業務執行理事より、2019年度事業報告及びその附属明細書、並びに同年度

決算案（貸借対照表及び正味財産増減計算書を含む）及びその附属明細書につ

いて説明がなされ、全員一致、これを承認した。あわせて、中谷業務執行理事

より、2019年度公益目的支出計画実施報告書について説明がなされ、全員一致、

これを承認した。

審議事項２：2020年度事業計画及び同年度予算案の件

中谷業務執行理事より、2020年度事業計画及び同年度予算案について説明がな

され、全員一致、これを承認した。

審議事項３：新入会員及び特別会員の承認の件

中谷業務執行理事より、理事会としては、通常会員として、荒島千鶴・神戸学

院大学グローバルコミュニケーション学部准教授、西片聡哉・京都先端科学大学経済

経営学部教授、瀬岡直・近畿大学国際学部准教授、松田浩道・国際基督教大学

教養学部助教、澤田眞治・防衛大学校総合教育学群教授、佐藤量介・成城大学

法学部准教授、小林友彦・小樽商科大学教授、木原正樹・神戸学院大学法学部

教授、福井清貴・明治大学法学部専任講師、加藤紫帆・広島大学大学院社会科

学研究科准教授、清水奈名子・宇都宮大学国際学部准教授、東海林郁夫・外務

省国際法局海洋法室課長補佐、井上卓弥・安達峰一郎記念財団理事、申美穂・



明治学院大学法学部准教授、土屋志穂・拓殖大学政経学部准教授の 15名を新入

会員として会員総会に推薦することとしたので、会員総会においてはこれら 15
名を新入会員としてご承認頂きたい旨が諮られ、全員一致、これを承認した。

中谷業務執行理事より、理事会としては、特別会員として、岡野正敬・外務省

国際法局長、御巫智洋・外務省国際法局参事官、大塚建吾・外務省経済条約課

長の 3 名を会員総会に推薦することとしたので、会員総会においてはこれら 3
名を特別会員としてご承認頂きたい旨が諮られ、全員一致、これを承認した。

これにより、会員数は 339名（通常会員 321名、特別会員 6名、維持会員 12名）

となる。

審議事項４：理事の選任の件

2018年 4月 28日（植木俊哉及び鈴木正貢については 2019年 4月 27日）の会員総

会で選任された理事全員の任期が本会員総会終結時で満了となる（植木俊哉及び

鈴木正貢については 2019年 4月 27日の総会において任期を 2020 年総会終了時

までとして選任した）ため、理事の選任を行い、今期の理事には、秌場準一、浅

田正彦、岩沢雄司、植木俊哉、岡野正敬、奥脇直也、小和田恒、兼原敦子、熊倉禎男、酒

井啓亘、坂元茂樹、櫻田嘉章、鈴木正貢、寺谷広司、道垣内正人、鳥居淳子、中谷和弘、

廣部和也、古谷修一、松井芳郎、村瀬信也、森肇志、森川幸一、薬師寺公夫、柳井俊二、

柳原正治、山内惟介の 27 名を、全員一致で選任した（任期は 2022 年会員総会終了時まで）。

また今期の監事には、折田正樹、川村明の 2 名を、全員一致で選任した（任期は 2024 年会

員総会終了時まで）。

審議事項 5 2020 年世界大会（京都）の件

中谷業務執行理事から、理事会において、新型コロナウイルスの感染拡大等に

鑑み、本年 8 月に京都で予定していた世界大会は不開催とすることを決定した

こと、5月 9日開催の本部理事会（オンライン）において、第 79 回世界大会は、

本年 12 月 13 日（日本支部創設百周年の日）にオンラインで全体会合を行う（及

び決議採択予定の委員会会合を事前にオンラインで行う）こととなった。会員

総会においてもご了承頂きたい旨が諮られ、全員一致、これを了承した。

審議事項 6 その他

中谷業務執行理事から次の諸事項について説明があり、全員一致、これを了承

した。①本年 4月 25日開催予定であった 2020年度の国内大会は、新型コロナ

ウイルスをめぐる状況の悪化のため中止した。②研究企画委員会では、2021年
度の国内大会は、2020年度の研究大会のテーマ「新しい紛争解決」をテーマと

し、また基本的に 2020年度研究大会の報告者を報告者として、2021年４月 24
日に東京大学で開催する方向で検討をすすめている。③英文国際法年鑑 62巻は

2020年 3月に刊行され、各会員に郵送済である。④編集委員会では英文国際法

年鑑 63巻及び 64巻の編集・企画をすすめている。



以上、この議事録が正確であることを証するため、議事録署名人として選出さ

れた、柳井俊二（代表理事・議長）、奥脇直也（副代表理事）、寺谷広司（理

事）は、次に記名押印する。

2020年 6月 6 日

一般社団法人国際法協会日本支部

代表理事（議長） 柳井俊二

副代表理事 奥脇直也

理事 寺谷広司

議事録作成者 業務執行理事 中谷和弘

資料 B
一般社団法人国際法協会日本支部 2020 年度第１回理事会(書面方式）議事録

新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、定款 32条に従い書面方式により第 1回理事会を開

催した。

日時：2020年 4月 4日発信

発信者：業務執行理事・庶務主任 中谷和弘（提案をした理事）

承諾回答理事（全理事 25名）：秌場準一、浅田正彦、岩沢雄司、植木俊哉、奥脇直也、

小和田恒、兼原敦子、熊倉禎男、酒井啓亘、坂元茂樹、櫻田嘉章、鈴木正貢、寺谷広司、

道垣内正人、鳥居淳子、中谷和弘、廣部和也、古谷修一、松井芳郎、森肇志、森川幸一、

薬師寺公夫、柳井俊二、柳原正治、山内惟介

審議事項１：2019年度事業報告及びその附属明細書、同年度決算案（貸借対照

表及び正味財産増減計算書を含む）及びその附属明細書、並びに同年度公益目

的支出計画実施報告書の承認の件

2019年度事業報告及びその附属明細書、並びに同年度決算案（貸借対照表及び

正味財産増減計算書を含む）及びその附属明細書について、全員一致、これを

承認した。あわせて、2019年度公益目的支出計画実施報告書について、全員一

致、これを承認した。

審議事項２：2020年度事業計画及び同年度予算案の件承認の件

2020年度事業計画及び同年度予算案について、全員一致、これを承認した。



審議事項３：新入会員及び特別会員の件

通常会員につき 10名（佐藤量介・成城大学法学部准教授、小林友彦・小樽商

科大学教授、木原正樹・神戸学院大学法学部教授、福井清貴・明治大学法学部

専任講師、加藤紫帆・広島大学大学院社会科学研究科准教授、清水奈名子・宇

都宮大学国際学部准教授、東海林郁夫・外務省国際法局海洋法室課長補佐、井

上卓弥・安達峰一郎記念財団理事、申美穂・明治学院大学法学部准教授、土屋

志穂・拓殖大学政経学部准教授）を、前回の理事会で承認した５名の通常会員

候補者及び３名の特別会員候補者とあわせて会員総会に推薦することについて、

全員一致、これを承認した。

審議事項４：新理事・監事の件

新理事の候補として、秌場準一、浅田正彦、岩澤雄司、植木俊哉、岡野正敬、奥脇

直也、小和田恒、兼原敦子、熊倉禎男、酒井啓亘、坂元茂樹、櫻田嘉章、鈴木

正貢、寺谷広司、道垣内正人、鳥居淳子、中谷和弘、廣部和也、古谷修一、松

井芳郎、村瀬信也、森肇志、森川幸一、薬師寺公夫、柳井俊二、柳原正治、山

内惟介の 27 名を、新監事の候補者として、折田正樹、川村明の 2名を、会員総会に推薦

することについて、全員一致、これを承認した。

審議事項５：世界大会の日本開催の件

新型コロナウイルス感染拡大の状況等に鑑み、本年8月に京都で予定されていた世界大会を

この時期には開催しないこと、代替案の可能性等については本部と調整をすすめることに

ついて、全員一致、これを承認した。

決議があったものとみなされた日 2020年 4月 18日

以上、この議事録が正確であることを証するため、柳井俊二(代表理事）、折田

正樹（監事）、川村明（監事）は、全理事からの承諾回答を確認の上、次に記

名押印する。

2020年 4月 24 日

一般社団法人国際法協会日本支部

代表理事 柳井俊二

監事 折田正樹

監事 川村明

議事録作成者 業務執行理事 中谷和弘



資料 C
一般社団法人国際法協会日本支部 2020 年度第 2 回理事会(書面方式）議事録

新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、定款 32条に従い書面方式により第 2回理事会を開

催した。

日時：2020年 6月 6日発信

発信者：業務執行理事・庶務主任 中谷和弘（提案をした理事）

承諾回答理事（全理事 27名）：秌場準一、浅田正彦、岩沢雄司、植木俊哉、岡野正敬、

奥脇直也、小和田恒、兼原敦子、熊倉禎男、酒井啓亘、坂元茂樹、櫻田嘉章、鈴木正貢、

寺谷広司、道垣内正人、鳥居淳子、中谷和弘、廣部和也、古谷修一、松井芳郎、村瀬信也、

森肇志、森川幸一、薬師寺公夫、柳井俊二、柳原正治、山内惟介

（各理事の承諾回答を添付）

審議事項１：今期の代表理事、副代表理事、業務執行理事の選任

定款21条2項に従い、代表理事、副代表理事、業務執行理事（2名）を理事会の

決議によって理事の中から選任することとし、代表理事には柳井俊二を、副代

表理事には奥脇直也を、業務執行理事には熊倉禎男と中谷和弘を選任すること

について、全員一致、これを承諾した。

審議事項２：今期の各主任の選任

主任規程に従い、各主任を理事会の決議によって理事の中から選任することと

し、会計主任には熊倉禎男を、庶務主任には中谷和弘を、編集主任には森川幸

一を、研究企画主任には柳原正治を、全員一致により選任した。また庶務副主

任には寺谷広司を、編集副主任には森肇志を、全員一致により選任した。

決議があったものとみなされた日 2020年6月20日

以上、この議事録が正確であることを証するため、柳井俊二(代表理事・議長、

被選任代表理事）、折田正樹（監事）、川村明（監事）は、全理事からの承諾

回答を確認の上、次に記名押印する。

2020年 6月 26日
一般社団法人国際法協会日本支部

代表理事（議長）、被選任代表理事 柳井俊二

監事 折田正樹

監事 川村明



資料 D
一般社団法人国際法協会日本支部 2020 年度第 3 回理事会(書面方式）議事録

新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、定款 32条に従い書面方式により第 3回
理事会を開催した。

日時：2020年 11月 2日発信

発信者：業務執行理事・庶務主任 中谷和弘（提案をした理事）

承諾回答理事（全理事 27名）：秌場準一、浅田正彦、岩沢雄司、植木俊哉、岡

野正尊敬、奥脇直也、小和田恒、兼原敦子、熊倉禎男、酒井啓亘、坂元茂樹、

櫻田嘉章、鈴木正貢、寺谷広司、道垣内正人、鳥居淳子、中谷和弘、廣部和也、

古谷修一、松井芳郎、村瀬信也、森肇志、森川幸一、薬師寺公夫、柳井俊二、

柳原正治、山内惟介

審議事項1：2020年度事業経過及び同年度予算執行状況の件

2020年度上半期事業状況及び同年度中間決算（案）について、全員一致、これ

を承認した。

審議事項 2：新入会員及び特別会員の件

通常会員につき、2名（佐古田彰、鳥谷部壌）を来年の会員総会に新入会員とし

て推薦することについて、全員一致、これを承認した。

特別会員につき、外務省国際法局経済紛争処理課長及び同局社会条約官を特別

会員として会員総会に推薦することについて、全員一致、これを承認した。

審議事項3：来年度の研究大会の件

来年度の研究大会は、2021 年 4 月 24 日（土）に東京大学において開催の予定で

あるが、新型コロナウイルス感染拡大の状況等によっては、オンラインで開催

することについて、全員一致、これを承認した。また、研究大会のテーマ及び

報告者・座長は、中止した今年 4 月の研究大会と同一とすることについて、全

員一致、これを承認した。

決議があったものとみなされた日 2020年 11月 22日

以上、この議事録が正確であることを証するため、柳井俊二(代表理事）、折田

正樹（監事）、川村明（監事）は、全理事からの承諾回答を確認の上、次に記

名押印する。



2020年 11月 24 日

一般社団法人国際法協会日本支部

代表理事 柳井俊二

監事 折田正樹

監事 川村明

議事録作成者 業務執行理事 中谷和弘
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